
       長子配布 

 

 

 

 

 

子どもの権利を守る 
  今年度はスタートから全校集会などで、子どもたちの願いである「いじめのない学校」を作るため

にどうするかということに関わる話をしています。今月の全校集会では、子どもの権利についての話

をしました。 

 

  クイズです。私たち一人一人がもっているとても大切なものが命の他にもう一つあります。それは

何でしょう。答えは人権です。人権とは、その人がその人らしく幸せに生きる権利のことで、大人も子

どももみんながもっているものです。 

  世界中のすべての子どもたちが幸せに健やかに育つためにもっている権利を守るために「子ども

の権利条約」というものが定められています。この子どもの権利条約では、次のようなことが決めら

れています。 

 １つ目は「差別されない」ということです。どこの国の人か、男か女か、何を信じているか、親がどん

な人かといったどんな違いがあっても、差別されません。 ２つ目は「あなたが一番」ということです。

大人は「あなたにとって最もよいことは何か」をいつも考えなければなりません。 ３つ目は「守られる

命」ということです。命が守られ、もって生まれた能力を伸ばすことができる手助けを受けることがで

きます。 ４つ目は「意見は大切」ということです。あなたの意見は、あなたの年齢や成長に応じて、大

切にされます。 

 「差別されない」や「守られる命」は、安心して生活することができることにつながります。みんなの

意見を大切にするために、この２学期からは「学校のきまり検討委員会」を作って、みんなの意見も

聞きながら学校を作っていけるようにしています。 

 あなたの権利が守られることであなたが安心して生活することができるように、あなたは周りの人

の権利を守ることを忘れないでください。 

「いじめのない学校にしたい」というみんなの願いを実現できるようにしようと、この４月から繰り

返し話しています。どれぐらい近づいてきたでしょうか。みんなの権利が守られるとき、いじめのない

学校ができるのだと思います。いじめのない学校にするために、「気づき 考え 実行する」を繰り返

しながら、だれもが安心して過ごせる開成小学校をみんなで作っていきましょう。 

 

  子どもたちが安心して健やかに過ごすことができるように、その権利を守るのは大人の役目です。

佐賀市では、子どもが社会において保障されるべき様々な権利の尊重に努め、すべての大人が、子

どもの育成に関心を持ち、かつ、主体的にかかわる社会「子どもへのまなざし“100％”のまち」の

実現を目指し、市民総参加で子どもを育む市民活動としての「子どもへのまなざし運動」が推進さ

れています。子どもたちの権利を守るべく、学校はもちろん努力いたしますが、家庭、地域との連携は

不可欠です。共に手を取り、子どもたちの育ちを支えてまいりましょう。 

 なお、子どもの権利が守られていない虐待等が疑われるような事案があった場合は、市から調査

依頼がきたり、学校から関係機関等に連絡・相談をしたりいたします。ご承知おきください。 

 

学校教育目標 
豊かな人間力をそなえ 自ら学ぶ たくましい子どもの育成 

～ やさしく かしこく たくましく ～ 

佐賀市立開成小学校 学校だより 
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    文責：校長 宮原 孝子 

 



前期の通知表を渡します 
  １０月４日（金）、子どもたちに前期の通知表を渡します。通知表は、あくまで担任の目で見た学校

での子どもたちの姿の一部です。できていないことを責めるのではなく、成長をお子さんと共に喜ん

だり、「先生は気づいてないけれど、あなたのこんないいところを知ってるよ。」とほめる材料にしたり

していただけると幸いです。 

なお、総合所見欄に記載する内容については、７月末の個人懇談で実際にお会いした時に直接

お話をしているということで、今年度から前期通知表に総合所見欄を設けておりません。しかしなが

ら、学校生活の中で気になることがありましたら、いつでも担任までご連絡ください。小さなことでも

結構です。よろしくお願いいたします。 

 

今後の学校行事について 
 《10/20運動会》 

   10/7（月）からはいよいよ本格的に運動会の練習がスタートします。これまでより幾分涼しくな

るようですが、夏休みから９月にかけて、外で体を動かす機会がなかった子も多く、体力が落ちて

いたり、些細なことでけがをしたりすることがあっています。早寝早起き朝ごはんで、しっかりと睡

眠と栄養をとって練習に参加できるようにご配慮をお願いします。 

《11/10開成文化祭》 

  今年度も地域と共催で午前中のみ実施します。子どもたちと地域の方がお互いに発表、鑑賞し

楽しんだり、お互いにがんばる姿を認め合ったりするところに、子どもたちと地域の方々の交流の

意味と合同開催の意味があると考えます。どうぞ、ご理解いただきますようお願いいたします。詳し

い日程等については、後日改めてお知らせいたします。 

 

１０・１１月の行事予定※行事は変更することがあります。ご了承ください。 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
欠席・遅刻連絡はこちらから              開成小欠席連絡フォーム → 
 
欠席連絡 URL→  https://forms.office.com/r/1M6bw33ey6 

10/ １日（火） いじめ・いのちを考える日 
              読み語り 
２日（水）  町探検(２年)  全校集会 
３日（木）  鍋島中学校入学説明会 
４日（金）  通知表わたし 
７日（月）  運動会練習開始 

 ８日（火）  国スポ観戦(４～６年)          
1８日（金）  運動会準備(６年) 
２０日（日）  運動会 
２１日（月）  代休 
２２日（火）  給食なし(この日が通常授業

の場合は弁当持参) 
23日（水）  交流タイム(４・６年) 
2４日（木）  ふるさと学習(４年)   
２８日（月）  委員会活動 
３０日（水）  全校集会 

11/ 1日(金)  いじめいのちを考える日 
5日(火)  読み語り 
6日（水）  交通エコロジー教室（5年） 

10日(日)  フリー参観・開成文化祭 
           PTA親子活動(5・6年) 
11日(月)  代休(10日分) 
12日(火)  教育実習（～12/9） 

家庭学習がんばり週間(～18日) 
13日(水)  交流タイム(1・5年) 
14日(金)  幼保小交流おもちゃまつり（1年）  
18日（月） クラブ活動 
19日（火） ほっとタイム（～29日） 
20日（水） 就学時健診 
25日（月） 委員会活動 
26日（水） 人権集会 


